
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  年末調整の過納額が多い場合                

Ｑ：年末調整の過納額が多かったので、し

ばらく納付する源泉徴収税額がありません。

こんな場合、税務署から還付してもらえない

のでしょうか？                                      

                                             

Ａ：一定の場合には還付してもらえます。 

【解説】 

年調年税額が本年中に徴収した税額の合計

額より少ない場合で次のときには、税務署か

ら給与の支払者に一括して還付するか、ある

いは過納となった本人に直接還付することに

なっています。 

 ①納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多

いため、還付することとなった日の翌月か

ら２か月を経過してもなお還付しきれない

と見込まれる場合 

 ②解散、廃業などにより給与の支払者でなく

なったため、過納額の還付ができなくなっ

た場合 

 ③徴収して納付する税額が全くなくなったた

め、過納額の還付ができなくなった場合 

したがって、これらのいずれかに該当する

場合には、税務署から還付してもらえますが、

この場合には、各人ごとの過納額や還付を受

けようとする金額の明細を記載した「源泉所

得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還

付請求書兼残存過納額明細書」を作成して、

これに各人の「源泉徴収簿の写し」と「過納

額の請求及び受領に関する委任状」を添付し

て所轄税務署に提出しなければなりません。 
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